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令和 8年度（２０２6年度） 

八王子市会計年度任用職員 

 

募集要項 
 

1 募集職種・職務内容・採用予定人員 

 職 種 職務名 
採用 

予定人員 
主な業務内容 勤務場所 

専門職 
障害福祉事業者 

指定等事務員 
1名 

・障害福祉サービス事業者指定

にかかる申請受付、審査等に関

する事務 

・その他、一般行政事務等 

八王子市役所本庁舎

福祉部障害者福祉課 

 

 

2 任用根拠 

  地方公務員法第２２条の 2第１項第１号 

 

 

３ 受験資格 

  次の要件をすべて満たす方が受験できます。 

① 指定障害福祉サービス事業の知識・経験がある方 

② 基本的なパソコン操作ができる方 

地方公務員法第 16条の欠格条項に該当する方は受験できません。 

・拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

・本市において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者 

・人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、地方公務員法第六十条から第六十三条まで 

に規定する罪を犯し、刑に処せられた者 

・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊するこ 

とを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 

 

 

 

https://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
https://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
https://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
https://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
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４ 申込み 

申込方法 
申込書に必要事項を記入し下記 URLよりお申し込みください。 

https://logoform.jp/form/iapr/1404551 

提出物 
（a） 申込書 

（b） 作文用紙 

申込期間 令和 8年（2026年）2月 6日（金） 17：00まで 

※提出していただいた書類は第一次試験に含まれます。返却しませんのでご了承願います。 

 

 

５ 選考方法 

（1）選考の日時、会場及び合格発表の方法 

 実施日時 選考方法 場所 合格発表の方法 

第一次選考 ─ 
書類選考（申込書及

び作文） 
─ 

合否にかかわらず、結
果をメールで通知しま
す。 

第二次選考 
令和8年 

2月19（木） 
個別面接（15分程度） 

 
福祉部障害者
福祉課 
 

合否にかかわらず、結
果をメールで通知しま
す。 

※合否の問合せには一切応じられませんので、御了承願います。 

第二次選考は、第一次選考の合格者に対して行います。 

 

（2）作文課題 

「指定業務において、公平性を保つために大切だと考えること」 800字以内 

 

 

6 任用期間・報酬等 

任 用 期 間 

令和８年 4月１日から令和 9年３月３１日まで 

※ 任期の終了後は、人事評価による客観的な能力検証を踏ま

え、再度の任用を決定します。（ただし、懲戒処分を受けた者、

欠勤等の日数が一定水準を超えた者は人事評価による再度

の任用はできません。） 
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※この初任給は、目安であり、任用時の報酬を約束するものではありません。 

 採用前に給与改定があった場合は、その定めるところによります。 

 

 

7 その他 

・地方公務員法上の服務に関する規定（服務の宣誓、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信

用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務、政治的行為の制限）が適用され、かつ、懲

戒処分等の対象となることがあります。 

・この試験において市が収集する個人情報は、採用試験及び採用に関する事務以外の目的への使用は

一切しません。ただし、採用者の個人情報は人事情報として使用します。 

・八王子市会計年度任用職員選考は、市民の皆さまの貴重な税金を使って実施します。申込者は必ず

受験するようお願いします。 

 

勤 務 形 態 

週 5日勤務 

８時３０分から１５時３０分まで（休憩時間は市が指定する時間帯で

1時間） 

240 日勤務/年 ※週休日・祝日・年末年始の休日は勤務を要し

ません。 

  

報 酬 等 

（1） 報酬 月額 201,600円 

（令和 8年 12月現在） 

（市の報酬基準により決定） 

（2）諸手当（通勤手当・期末手当・勤勉手当） 市規定により支給 

します。 

（3）退職金 なし 

社会保険等 健康保険、厚生年金、雇用保険、労働者災害補償保険適用 

その他 

所定労働時間を超える労働はありません。 

地震や台風等の災害が発生した場合、職務実態に応じて災害時

における補助的な事務を行います。 


